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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

イ
ー
タ
ー
事
業
の
共
同
に
よ
る
実
施
の
た
め
の
イ
ー
タ
ー
国
際
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構
の
設
立
に
関
す
る
協

定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

こ
の
協
定
は
、
平
和
的
目
的
の
た
め
の
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
科
学
的
及
び
技
術
的
な
実
現
可
能
性
を
証
明
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
イ
ー
タ
ー
事
業
を
実
施
す
る
主
体
で
あ
る
イ
ー
タ
ー
国
際
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構
（
以
下
「
イ
ー
タ
ー
機
構
」
と

い
う

）
の
設
立
、
組
織
、
任
務
、
資
源
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

。

、

（

）

、

、

、

こ
の
協
定
は

二
○
○
六
年

平
成
十
八
年

十
一
月
二
十
一
日
に
パ
リ
に
お
い
て

我
が
国
政
府

欧
州
原
子
力
共
同
体

中
国
政
府
、
イ
ン
ド
政
府
、
韓
国
政
府
、
ロ
シ
ア
政
府
及
び
米
国
政
府
の
代
表
者
に
よ
り
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
文
、

本
文
二
十
九
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
こ
の
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
二
の
附
属
書
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
協
定
に
よ
り
イ
ー
タ
ー
機
構
を
設
立
し
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
本
部
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
置
く
。

二
、
イ
ー
タ
ー
機
構
は
、
イ
ー
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
、
加
盟
者
間
の
協
力
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
及
び
こ
の
よ
う
な
協
力
を

促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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三
、
イ
ー
タ
ー
機
構
は
、
イ
ー
タ
ー
施
設
の
建
設
、
運
転
、
利
用
等
を
行
う
こ
と
、
研
究
所
そ
の
他
の
機
関
及
び
人
員
に
よ
る

イ
ー
タ
ー
施
設
の
利
用
を
奨
励
す
る
こ
と
、
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
公
衆
に
よ
る
理
解
及
び
受
入
れ
を
促
進
す
る
こ
と
等
を

任
務
と
す
る
。

四
、
イ
ー
タ
ー
機
構
は
、
国
際
法
上
の
法
人
格
（
国
又
は
国
際
機
関
と
協
定
を
締
結
す
る
能
力
を
含
む
。)

を
有
す
る
。
イ
ー

タ
ー
機
構
は
、
法
人
格
を
有
す
る
も
の
と
し
、
加
盟
者
の
領
域
内
に
お
い
て
必
要
な
法
律
上
の
能
力
を
有
す
る
。

五
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
主
要
な
内
部
機
関
で
あ
る
理
事
会
は
、
加
盟
者
の
代
表
で
構
成
す
る
。
各
加
盟
者
は
、
四
人
以
内
の
理

事
会
へ
の
代
表
を
任
命
す
る
。
理
事
会
は
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
活
動
の
促
進
、

全
般
的
な
指
導
及
び
監
督
に
つ
い
て
、
こ
の
協
定
に
従
っ
て
責
任
を
負
う
。

六
、
イ
ー
タ
ー
機
構
を
代
表
す
る
事
務
局
長
は
、
五
年
の
任
期
で
任
命
さ
れ
、
イ
ー
タ
ー
機
構
に
関
し
、
そ
の
運
営
、
そ
の
活

動
及
び
政
策
の
実
施
並
び
に
そ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
措
置
を
と
る
。

七
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
資
源
は
、
財
政
上
の
貢
献
、
財
政
上
の
貢
献
以
外
の
貢
献
等
か
ら
成
り
、
イ
ー
タ
ー
機
構
の
任
務
を
遂

行
す
る
た
め
に
の
み
使
用
す
る
。

八
、
イ
ー
タ
ー
機
構
及
び
加
盟
者
は
、
情
報
及
び
知
的
財
産
の
最
大
限
に
広
範
な
、
か
つ
、
適
当
な
普
及
を
支
援
す
る
。
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九
、
接
受
締
約
者
は
、
イ
ー
タ
ー
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
イ
ー
タ
ー
建
設
地
に
対
す
る
支
援
を
提
供
し
、
又
は
こ
れ
が

提
供
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

十
、
イ
ー
タ
ー
機
構
等
は
、
各
加
盟
者
の
領
域
内
に
お
い
て
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
特
権
及
び
免
除
を
享
受

す
る
。

十
一
、
イ
ー
タ
ー
機
構
は
、
公
衆
及
び
職
業
上
の
衛
生
及
び
安
全
、
原
子
力
の
安
全
、
放
射
線
か
ら
の
保
護
等
に
係
る
接
受
国

の
関
係
国
内
法
令
を
遵
守
す
る
。

十
二
、
イ
ー
タ
ー
機
構
及
び
加
盟
者
は
、
物
質
、
装
置
又
は
技
術
を
平
和
的
目
的
の
た
め
に
の
み
使
用
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
を
核
兵
器
そ
の
他
の
核
爆
発
装
置
の
製
造
若
し
く
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
取
得
又
は
平
和
的
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め

に
第
三
者
に
移
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
三
、
こ
の
協
定
は
、
中
国
、
欧
州
原
子
力
共
同
体
、
イ
ン
ド
、
日
本
国
、
韓
国
、
ロ
シ
ア
及
び
米
国
に
よ
る
こ
の
協
定
の
批

准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
の
寄
託
の
後
三
十
日
で
効
力
を
生
ず
る
。

十
四
、
い
ず
れ
の
国
又
は
国
際
機
関
も
、
理
事
会
の
全
会
一
致
の
決
定
に
基
づ
き
、
こ
の
協
定
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
五
、
こ
の
協
定
の
当
初
の
有
効
期
間
は
、
三
十
五
年
と
し
、
理
事
会
は
、
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
を
延
長
す
る
か
否
か
に
つ
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い
て
全
会
一
致
で
決
定
す
る
。

十
六
、
接
受
締
約
者
以
外
の
い
ず
れ
の
締
約
者
も
、
こ
の
協
定
か
ら
脱
退
す
る
意
図
を
寄
託
者
に
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

脱
退
は
、
当
該
通
告
が
行
わ
れ
た
会
計
年
度
の
次
の
会
計
年
度
の
末
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


